
学
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員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。
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年
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日

徳
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委
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会
委
員
長
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俊

明

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
二
八
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
及
び
特
地
学
校
」
を
「
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
学
校

」
に
改
め
る
。

「
阿
南
市
伊
島
小
学
校

別
表
第
一
の
三
級
の
項
中

阿
南
市
伊
島
中
学
校

を
「
美
馬
市
木
屋
平
小
学
校
」
に
改
め
、
同
表

美
馬
市
木
屋
平
小
学
校
」

「

「
阿
南
市
椿
泊
小
学
校

の
二
級
の
項
中
「
那
賀
町
平
谷
小
学
校
」
を

に
改
め
、
同
表
の
一
級
の
項
中

那
賀
町
平
谷
小
学
校
」

阿
南
市
椿
泊
小
学
校

三
好
市
檪
生
小
学
校

三
好
市
吾
橋
小
学
校

を
「
三
好
市
檪
生
小
学
校
」
に
改
め
る
。

三
好
市
西
祖
谷
中
学
校

上
勝
町
上
勝
小
学
校

」

「
三
好
市
下
名
小
学
校

別
表
第
二
中
「
三
好
市
下
名
小
学
校
」
を

三
好
市
西
祖
谷
中
学
校

に
改
め
る
。

上
勝
町
上
勝
小
学
校

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
へ
き
地
手
当
の
支
給
を

受
け
て
い
た
学
校
職
員
で
、
当
該
学
校
職
員
に
係
る
改
正
後
の
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
へ
き
地
手
当

の
月
額
（
以
下
「
施
行
日
以
後
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
」
と
い
う
。
）
が
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
へ

き
地
手
当
の
月
額
（
以
下
「
施
行
日
前
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
以
後
当
該
学
校
職
員
が
施
行
日
の
前
日

に
勤
務
し
て
い
た
学
校
等
に
引
き
続
き
勤
務
す
る
場
合
（
当
該
学
校
等
の
移
転
が
あ
っ
た
場
合
を
除
く

。
）
に
お
い
て
は
、
施
行
日
以
後
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
が
当
該
学
校
職
員
に
係
る
施
行
日
以
前
の
へ

き
地
手
当
の
月
額
に
達
す
る
日
の
前
日
又
は
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間

、
当
該
施
行
日
前
の
へ
き
地
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
の
へ
き
地
手
当
を
支
給
す
る
。


